
船舶事故等調査報告書 

平成２２年６月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１６１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年５月１５日 １３時３０分ごろ 

発生場所 静岡県用宗漁港 用宗港沖西防波堤東灯台から真方位０５０°１,０００

ｍ付近 

（概位 北緯３４°５５′３３″ 東経１３８°２２′５５″） 

事故等調査の経過  平成２１年６月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 押船 第二十一静和
せいわ

丸、１９トン    

２８２－１６６７４静岡、静和工業株式会社 

Ｂ 起重機台船 第二十静和
せいわ

丸、長さ５３.００ｍ、幅１９.００ｍ、深さ

３.６０ｍ 

なし、静和工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船底外板凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、Ｂ船と一体型の押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成

し、船長ほか１人が乗り組み、作業員４人とともに、用宗漁港で離岸堤工

事に従事中、平成２１年５月１５日１３時３０分ごろ、約１５m/s の南西

からの突風が吹き、陸岸に寄せられる状況となったので、Ｂ船のアンカー

ワイヤーを巻いて陸岸から離そうとしたが、Ｂ船が浅所に底触した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３～４ 視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 潮高 約４０cm 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与

気象・海象の関与 

判明した事項の解析

なし 

なし 

あり 

 Ａ船押船列は、用宗漁港において、突風を受け

て陸岸に寄せられ、Ｂ船が浅所に底触したものと

考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が用宗港において錨泊中、突風を受けて陸岸に寄

せられたため、Ｂ船が浅所に底触したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




